
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０月から高齢者の交通死亡事故が急増しています。（10 月市内発生死亡事故４件中３件） 

ドライバーの方や歩行者の方もそれぞれ、気をつけなければいけないことがあります！ 

 
 
 

   歩行者発見の見落とし、遅れが事故に繋がっています。 

   薄暮時は、特に安全確認を徹底し、スピードダウンしましょう。 
 
 
 
 

         外出は、できるだけ明るいうちにしましょう。 

         暗いときに外出する場合は、できるだけ明るい色の服装をし、 

         夜光反射材を着用してください！ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

札幌市の交通安全 http://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/ 

 



 
 
 
 
 
 

  これから年末にかけてお酒を飲む機会が増えると思います。 

   年末年始を楽しく過ごし、いい年を迎えるためにも交通ルールを守って、 

  飲酒運転を絶対にしないようにしましょう。 

 

 

 【感覚機能の低下】 
 

 【運動機能の低下】 
  

 【判断力・注意力の低下】

 

 
 
 
 

        酒酔い運転 

 飲酒量に関わらず、歩行がままならない状態など、

酒に酔った状態が認められたもの。 

⇒５年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

       酒気帯び運転  

 一定基準以上のアルコールを保有していた場合

（基準値：呼気１Ｌにつき０．１５ｍｇ以上） 

⇒３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

 

※飲酒した人に車両を提供したり、一緒に乗っている 

だけでも犯罪です。 

 

 

重重大大事事故故 

人間の視覚、聴覚などが低下 

してしまい、事故が起きやすく 

なってしまいます。 

ブレーキをかけようとしてから

行動に移すまでの反応時間が 

低下します。 

スピードを出しすぎたり、誤操作を 

起こしやすくなります。 

「運転には自信があるから大丈夫」ではありません！ 

飲酒した場合は、タクシーを利用する・車の代行を頼む等、工夫しましょう。 


